
一
九

議
長
を
経
由
し
た
国
務
大
臣
等
出
席
要
求
一
覧
表

国
会

回
次
委
員
会
出
席
要
求

決

定

年
月
日

指
定
し
た

出
席
日
時

案

件

出
席
を
求
め
た
国
務
大

臣
等

備

考

回六第

農

林

委
員
会

昭
和二四、一二、

三
昭
和二四、一二、

三
食
糧
確
保
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案︵
第
五
回
国
会
閣
法
第
七
三
号
︶
内
閣
総
理
大
臣

吉

田

茂
君
二
四
、一
二
、三
付
文
書
を
も
っ
て
病

気
の
た
め
出
席
で
き
な
い
旨
内
閣
官

房
長
官
か
ら
議
長
あ
て
回
答

回 七 第

同

二五、
四、
四
二五、
四、
六

後

一、〇〇
農
業
協
同
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案︵
閣
法
第
一
二
一
号
︶︵
予
︶

大
蔵
大
臣

池

田

勇

人
君

経
済
安
定
本
部
総
務
長

官
青

木

孝

義
君

二
五
、
四
、
七
出
席

後会閉回八第

電
力
問
題

に
関
す
る

特
別
委
員

会

二五、一〇、二四
二五、一一、一〇

前
一〇、〇〇
電
力
問
題
に
関
す
る
調
査

︵
日
本
発
送
電
株
式
会
社
の
人
事
問
題

に
関
す
る
件
︶

通
商
産
業
大
臣

横

尾

龍
君

通
商
産
業
政
務
次
官

首

藤

新

八
君

通
商
産
業
大
臣
官
房
長

永

山

時

雄
君

二
五
、一
一
、一
〇
出
席

第

農

林

委
員
会

二六、
三、二三
二六、
三、二六

後

一、〇〇
農
業
委
員
会
法
案︵
閣
法
第
四
三
号
︶

食
糧
管
理
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
七
九
号
︶

食
糧
の
政
府
買
入
数
量
の
指
示
に
関
す
る

法
律
案︵
閣
法
第
八
〇
号
︶

大
蔵
大
臣

池

田

勇

人
君

農
林
大
臣

廣

川

弘

禪
君
二
六
、
三
、二
六
出
席

回 十

同

二六、
五、二二
二六、
五、二四

後

一、〇〇
農
林
政
策
に
関
す
る
調
査

︵
米
価
、
麦
価
並
び
に
食
管
特
別
会
計

の
現
状
及
び
見
通
し
等
に
関
す
る
件
︶

経
済
安
定
本
部
総
務
長

官
周

東

英

雄
君

大
蔵
大
臣

池

田

勇

人
君

農
林
大
臣

廣

川

弘

禪
君

二
六
、
五
、二
四
出
席

電
気
通
信

委
員
会

二六、
五、三一
二六、
六、
一

後

一、〇〇
電
話
設
備
費
負
担
臨
時
措
置
法
案︵
閣
法

第
一
八
一
号
︶

大
蔵
大
臣

池

田

勇

人
君
二
六
、
六
、
一
出
席

回 二 十 第

厚

生

委
員
会

二六、一〇、一六
二六、一〇、一六

後

四、〇〇
社
会
保
障
制
度
に
関
す
る
調
査

︵
傷
い
元
軍
人
の
援
護
に
関
す
る
件
︶

厚
生
大
臣

橋

本

龍

伍
君
二
六
、一
〇
、一
六
付
文
書
を
も
っ
て

閣
議
の
た
め
出
席
で
き
な
い
旨
議
長

あ
て
回
答
、こ
れ
に
対
し
同
日
善
処

方
議
院
運
営
委
員
長
に
申
入
れ
決
定

水

産

委
員
会

二六、一一、
七
二六、一一、
九

後

一、〇〇
水
産
物
増
産
対
策
に
関
す
る
調
査

︵
漁
業
協
定
に
関
す
る
件
︶

外
務
大
臣

吉

田

茂
君

農
林
大
臣

根
本
龍
太
郎
君

二
六
、一
一
、九
農
林
大
臣
出
席
、外

務
大
臣
か
ら
二
六
、一
一
、八
付
文
書

を
も
っ
て
、都
合
に
よ
り
出
席
で
き

な
い
旨
議
長
あ
て
回
答

第

人

事

委
員
会

二七、
六、
五
二七、
六、
九

後

一、〇〇
昭
和
二
十
七
年
度
に
お
け
る
国
家
公
務
員

に
対
す
る
臨
時
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法

律
案︵
閣
法
第
二
四
三
号
︶

大
蔵
大
臣

池

田

勇

人
君

内
閣
官
房
長
官

保

利

茂
君

二
七
、六
、九
大
蔵
大
臣
出
席
、内
閣

官
房
長
官
欠
席

十

文

部

委
員
会

二七、
六、一〇
二七、
六、一二

前
一〇、〇〇
教
育
及
び
文
化
に
関
す
る
一
般
調
査

︵
教
育
施
設
確
保
に
関
す
る
件
︶

国
務
大
臣

大

橋

武

夫
君
二
七
、
六
、一
二
出
席

回 三

労

働

委
員
会

二七、
二、二二
二七、
二、二六

前
一〇、〇〇

労
働
行
政
の
実
情
調
査
及
び
労
働
関
係
法

規
改
廃
問
題
に
関
す
る
調
査

︵
行
政
協
定
と
米
軍
要
員
並
び
に
特
需

工
場
の
労
働
問
題
に
関
す
る
件
︶

︵
ゼ
ネ
ス
ト
禁
止
法
並
び
に
団
体
等
規

正
令
の
改
正
等
に
関
す
る
件
︶

法
務
総
裁

木
村
篤
太
郎
君

労
働
大
臣

吉

武

惠

市
君

国
務
大
臣

岡

崎

勝

男
君

二
七
、
二
、二
六
出
席








四
五
〇



一
九

議
長
を
経
由
し
た
国
務
大
臣
等
出
席
要
求
一
覧
表

国
会

回
次
委
員
会
出
席
要
求

決

定

年
月
日

指
定
し
た

出
席
日
時

案

件

出
席
を
求
め
た
国
務
大

臣
等

備

考

回六第

農

林

委
員
会

昭
和二四、一二、

三
昭
和二四、一二、

三
食
糧
確
保
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案︵
第
五
回
国
会
閣
法
第
七
三
号
︶
内
閣
総
理
大
臣

吉

田

茂
君
二
四
、一
二
、三
付
文
書
を
も
っ
て
病

気
の
た
め
出
席
で
き
な
い
旨
内
閣
官

房
長
官
か
ら
議
長
あ
て
回
答

回 七 第

同

二五、
四、
四
二五、
四、
六

後

一、〇〇
農
業
協
同
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案︵
閣
法
第
一
二
一
号
︶︵
予
︶

大
蔵
大
臣

池

田

勇

人
君

経
済
安
定
本
部
総
務
長

官
青

木

孝

義
君

二
五
、
四
、
七
出
席

後会閉回八第

電
力
問
題

に
関
す
る

特
別
委
員

会

二五、一〇、二四
二五、一一、一〇

前
一〇、〇〇
電
力
問
題
に
関
す
る
調
査

︵
日
本
発
送
電
株
式
会
社
の
人
事
問
題

に
関
す
る
件
︶

通
商
産
業
大
臣

横

尾

龍
君

通
商
産
業
政
務
次
官

首

藤

新

八
君

通
商
産
業
大
臣
官
房
長

永

山

時

雄
君

二
五
、一
一
、一
〇
出
席

第

農

林

委
員
会

二六、
三、二三
二六、
三、二六

後

一、〇〇
農
業
委
員
会
法
案︵
閣
法
第
四
三
号
︶

食
糧
管
理
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
七
九
号
︶

食
糧
の
政
府
買
入
数
量
の
指
示
に
関
す
る

法
律
案︵
閣
法
第
八
〇
号
︶

大
蔵
大
臣

池

田

勇

人
君

農
林
大
臣

廣

川

弘

禪
君
二
六
、
三
、二
六
出
席

回 十

同

二六、
五、二二
二六、
五、二四

後

一、〇〇
農
林
政
策
に
関
す
る
調
査

︵
米
価
、
麦
価
並
び
に
食
管
特
別
会
計

の
現
状
及
び
見
通
し
等
に
関
す
る
件
︶

経
済
安
定
本
部
総
務
長

官
周

東

英

雄
君

大
蔵
大
臣

池

田

勇

人
君

農
林
大
臣

廣

川

弘

禪
君

二
六
、
五
、二
四
出
席

電
気
通
信

委
員
会

二六、
五、三一
二六、
六、
一

後

一、〇〇
電
話
設
備
費
負
担
臨
時
措
置
法
案︵
閣
法

第
一
八
一
号
︶

大
蔵
大
臣

池

田

勇

人
君
二
六
、
六
、
一
出
席

回 二 十 第

厚

生

委
員
会

二六、一〇、一六
二六、一〇、一六

後

四、〇〇
社
会
保
障
制
度
に
関
す
る
調
査

︵
傷
い
元
軍
人
の
援
護
に
関
す
る
件
︶

厚
生
大
臣

橋

本

龍

伍
君
二
六
、一
〇
、一
六
付
文
書
を
も
っ
て

閣
議
の
た
め
出
席
で
き
な
い
旨
議
長

あ
て
回
答
、こ
れ
に
対
し
同
日
善
処

方
議
院
運
営
委
員
長
に
申
入
れ
決
定

水

産

委
員
会

二六、一一、
七
二六、一一、
九

後

一、〇〇
水
産
物
増
産
対
策
に
関
す
る
調
査

︵
漁
業
協
定
に
関
す
る
件
︶

外
務
大
臣

吉

田

茂
君

農
林
大
臣

根
本
龍
太
郎
君

二
六
、一
一
、九
農
林
大
臣
出
席
、外

務
大
臣
か
ら
二
六
、一
一
、八
付
文
書

を
も
っ
て
、都
合
に
よ
り
出
席
で
き

な
い
旨
議
長
あ
て
回
答

第

人

事

委
員
会

二七、
六、
五
二七、
六、
九

後

一、〇〇
昭
和
二
十
七
年
度
に
お
け
る
国
家
公
務
員

に
対
す
る
臨
時
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法

律
案︵
閣
法
第
二
四
三
号
︶

大
蔵
大
臣

池

田

勇

人
君

内
閣
官
房
長
官

保

利

茂
君

二
七
、六
、九
大
蔵
大
臣
出
席
、内
閣

官
房
長
官
欠
席

十

文

部

委
員
会

二七、
六、一〇
二七、
六、一二

前
一〇、〇〇
教
育
及
び
文
化
に
関
す
る
一
般
調
査

︵
教
育
施
設
確
保
に
関
す
る
件
︶

国
務
大
臣

大

橋

武

夫
君
二
七
、
六
、一
二
出
席

回 三

労

働

委
員
会

二七、
二、二二
二七、
二、二六

前
一〇、〇〇

労
働
行
政
の
実
情
調
査
及
び
労
働
関
係
法

規
改
廃
問
題
に
関
す
る
調
査

︵
行
政
協
定
と
米
軍
要
員
並
び
に
特
需

工
場
の
労
働
問
題
に
関
す
る
件
︶

︵
ゼ
ネ
ス
ト
禁
止
法
並
び
に
団
体
等
規

正
令
の
改
正
等
に
関
す
る
件
︶

法
務
総
裁

木
村
篤
太
郎
君

労
働
大
臣

吉

武

惠

市
君

国
務
大
臣

岡

崎

勝

男
君

二
七
、
二
、二
六
出
席








四
五
一

一
九　

議
長
を
経
由
し
た
国
務
大
臣
等
出
席
要
求
一
覧
表



国
会
回
次
委
員
会
出
席
要
求

決

定

年
月
日

指
定
し
た

出
席
日
時

案

件

出
席
を
求
め
た
国
務
大

臣
等

備

考

回 三 十 第

労

働

委
員
会

二七、
三、一〇
二七、
三、一三

後

一、〇〇
労
働
行
政
の
実
情
調
査
及
び
労
働
関
係
法

規
改
廃
問
題
に
関
す
る
調
査

︵
行
政
協
定
と
米
軍
要
員
並
び
に
特
需

工
場
の
労
働
問
題
に
関
す
る
件
︶

法
務
総
裁

木
村
篤
太
郎
君

労
働
大
臣

吉

武

惠

市
君

国
務
大
臣

岡

崎

勝

男
君

二
七
、三
、一
三
労
働
大
臣
及
び
岡
崎

国
務
大
臣
出
席
、法
務
総
裁
欠
席

回 六 十 第

水

産

委
員
会

二八、
六、一九
二八、
六、二二

後

一、〇〇
水
産
政
策
に
関
す
る
調
査

︵
内
灘
試
射
場
に
関
す
る
件
︶

外
務
大
臣

岡

崎

勝

男
君
二
八
、
六
、二
二
出
席

二八、
七、
七
二八、
七、
七

後

一、三〇
水
害
地
緊
急
対
策
に
関
す
る
調
査

︵
水
害
地
緊
急
対
策
に
関
す
る
件
︶

大
蔵
大
臣

小
笠
原
三
九
郎
君

国
務
大
臣

緖

方

竹

虎
君
二
八
、
七
、
七
出
席

水
害
地
緊

急
対
策
特

別
委
員
会

二八、
七、
九
二八、
七、
九

後

三、三〇

同

大
蔵
大
臣

小
笠
原
三
九
郎
君

農
林
大
臣

保

利

茂
君

国
務
大
臣

緖

方

竹

虎
君

二
八
、
七
、
九
出
席

二八、
七、二〇
二八、
七、二〇

後

三、〇〇

同

国
務
大
臣

緖

方

竹

虎
君

国
務
大
臣

大

野

伴

睦
君

二
八
、七
、二
〇
大
野
国
務
大
臣
出

席
、緖
方
国
務
大
臣
欠
席

回六十第
後 会 閉

同

二八、
九、一五
二八、
九、一五

後

三、〇〇

同

国
務
大
臣

緖

方

竹

虎
君
二
八
、
九
、一
五
出
席

回八十第

水

産

委
員
会

二八、一二、
四
二八、一二、
四

後

二、三〇
水
産
政
策
に
関
す
る
調
査

︵
漁
船
及
び
乗
組
員
の
だ
捕
抑
留
に
関

す
る
件
︶

外
務
大
臣

岡

崎

勝

男
君
外
務
大
臣
は
予
算
委
員
会
に
出
席
の

た
め
二
八
、一
二
、四
外
務
政
務
次
官

小
瀧
彬
君
代
理
出
席

 十  第

外

務

委
員
会

二九、
四、
一
二九、
四、
三

前
一〇、〇〇

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相

互
防
衛
援
助
協
定
の
批
准
に
つ
い
て
承
認

を
求
め
る
の
件︵
閣
条
第
八
号
︶

農
産
物
の
購
入
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
の
締
結
に
つ

い
て
承
認
を
求
め
る
の
件︵
閣
条
第
九
号
︶

経
済
的
措
置
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
の
締
結
に
つ
い

て
承
認
を
求
め
る
の
件︵
閣
条
第
一
〇
号
︶

投
資
の
保
証
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
の
締
結
に
つ
い

て
承
認
を
求
め
る
の
件︵
閣
条
第
一
一
号
︶

内
閣
総
理
大
臣

吉

田

茂
君

二
九
、四
、三
付
文
書
を
も
っ
て
、内

閣
官
房
長
官
か
ら
病
気
の
た
め
出
席

で
き
な
い
旨
診
断
書
を
添
え
て
議
長

あ
て
回
答

二
九
、四
、一
二
本
件
に
つ
き
出
席

回 九

決

算

委
員
会

二九、
四、
二
二九、
四、
九

後

一、〇〇
昭
和
二
十
八
年
度
一
般
会
計
予
備
費
使
用

総
調
書︵
そ
の
１
︶

昭
和
二
十
八
年
度
一
般
会
計
災
害
対
策
予

備
費
使
用
総
調
書︵
そ
の
１
︶

昭
和
二
十
八
年
度
特
別
会
計
予
備
費
使
用

総
調
書︵
そ
の
１
︶

昭
和
二
十
八
年
度
特
別
会
計
予
算
総
則
第

九
条
に
基
く
使
用
総
調
書︵
そ
の
１
︶

国
務
大
臣

緖

方

竹

虎
君
二
九
、
四
、
九
出
席

回九十第
後 会 閉

同

二九、
九、
四
二九、
九、一〇

前
一〇、〇〇

二九、
九、一一

前
一〇、〇〇

昭
和
二
十
七
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決

算昭
和
二
十
七
年
度
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決

算昭
和
二
十
七
年
度
政
府
関
係
機
関
決
算
報

告
書

内
閣
総
理
大
臣

吉

田

茂
君

国
務
大
臣

緖

方

竹

虎
君

二
九
、九
、一
〇
・
一
一
緖
方
国
務
大

臣
出
席
し
、内
閣
総
理
大
臣
は
渉
外

事
務
の
た
め
両
日
と
も
出
席
で
き
な

い
旨
答
弁 四

五
二



国
会
回
次
委
員
会
出
席
要
求

決

定

年
月
日

指
定
し
た

出
席
日
時

案

件

出
席
を
求
め
た
国
務
大

臣
等

備

考

回 三 十 第

労

働

委
員
会

二七、
三、一〇
二七、
三、一三

後

一、〇〇
労
働
行
政
の
実
情
調
査
及
び
労
働
関
係
法

規
改
廃
問
題
に
関
す
る
調
査

︵
行
政
協
定
と
米
軍
要
員
並
び
に
特
需

工
場
の
労
働
問
題
に
関
す
る
件
︶

法
務
総
裁

木
村
篤
太
郎
君

労
働
大
臣

吉

武

惠

市
君

国
務
大
臣

岡

崎

勝

男
君

二
七
、三
、一
三
労
働
大
臣
及
び
岡
崎

国
務
大
臣
出
席
、法
務
総
裁
欠
席

回 六 十 第

水

産

委
員
会

二八、
六、一九
二八、
六、二二

後

一、〇〇
水
産
政
策
に
関
す
る
調
査

︵
内
灘
試
射
場
に
関
す
る
件
︶

外
務
大
臣

岡

崎

勝

男
君
二
八
、
六
、二
二
出
席

二八、
七、
七
二八、
七、
七

後

一、三〇
水
害
地
緊
急
対
策
に
関
す
る
調
査

︵
水
害
地
緊
急
対
策
に
関
す
る
件
︶

大
蔵
大
臣

小
笠
原
三
九
郎
君

国
務
大
臣

緖

方

竹

虎
君
二
八
、
七
、
七
出
席

水
害
地
緊

急
対
策
特

別
委
員
会

二八、
七、
九
二八、
七、
九

後

三、三〇

同

大
蔵
大
臣

小
笠
原
三
九
郎
君

農
林
大
臣

保

利

茂
君

国
務
大
臣

緖

方

竹

虎
君

二
八
、
七
、
九
出
席

二八、
七、二〇
二八、
七、二〇

後

三、〇〇

同

国
務
大
臣

緖

方

竹

虎
君

国
務
大
臣

大

野

伴

睦
君

二
八
、七
、二
〇
大
野
国
務
大
臣
出

席
、緖
方
国
務
大
臣
欠
席

回六十第
後 会 閉

同

二八、
九、一五
二八、
九、一五

後

三、〇〇

同

国
務
大
臣

緖

方

竹

虎
君
二
八
、
九
、一
五
出
席

回八十第

水

産

委
員
会

二八、一二、
四
二八、一二、
四

後

二、三〇
水
産
政
策
に
関
す
る
調
査

︵
漁
船
及
び
乗
組
員
の
だ
捕
抑
留
に
関

す
る
件
︶

外
務
大
臣

岡

崎

勝

男
君
外
務
大
臣
は
予
算
委
員
会
に
出
席
の

た
め
二
八
、一
二
、四
外
務
政
務
次
官

小
瀧
彬
君
代
理
出
席

 十  第

外

務

委
員
会

二九、
四、
一
二九、
四、
三

前
一〇、〇〇

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相

互
防
衛
援
助
協
定
の
批
准
に
つ
い
て
承
認

を
求
め
る
の
件︵
閣
条
第
八
号
︶

農
産
物
の
購
入
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
の
締
結
に
つ

い
て
承
認
を
求
め
る
の
件︵
閣
条
第
九
号
︶

経
済
的
措
置
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
の
締
結
に
つ
い

て
承
認
を
求
め
る
の
件︵
閣
条
第
一
〇
号
︶

投
資
の
保
証
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
の
締
結
に
つ
い

て
承
認
を
求
め
る
の
件︵
閣
条
第
一
一
号
︶

内
閣
総
理
大
臣

吉

田

茂
君

二
九
、四
、三
付
文
書
を
も
っ
て
、内

閣
官
房
長
官
か
ら
病
気
の
た
め
出
席

で
き
な
い
旨
診
断
書
を
添
え
て
議
長

あ
て
回
答

二
九
、四
、一
二
本
件
に
つ
き
出
席

回 九

決

算

委
員
会

二九、
四、
二
二九、
四、
九

後

一、〇〇
昭
和
二
十
八
年
度
一
般
会
計
予
備
費
使
用

総
調
書︵
そ
の
１
︶

昭
和
二
十
八
年
度
一
般
会
計
災
害
対
策
予

備
費
使
用
総
調
書︵
そ
の
１
︶

昭
和
二
十
八
年
度
特
別
会
計
予
備
費
使
用

総
調
書︵
そ
の
１
︶

昭
和
二
十
八
年
度
特
別
会
計
予
算
総
則
第

九
条
に
基
く
使
用
総
調
書︵
そ
の
１
︶

国
務
大
臣

緖

方

竹

虎
君
二
九
、
四
、
九
出
席

回九十第
後 会 閉

同

二九、
九、
四
二九、
九、一〇

前
一〇、〇〇

二九、
九、一一

前
一〇、〇〇

昭
和
二
十
七
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決

算昭
和
二
十
七
年
度
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決

算昭
和
二
十
七
年
度
政
府
関
係
機
関
決
算
報

告
書

内
閣
総
理
大
臣

吉

田

茂
君

国
務
大
臣

緖

方

竹

虎
君

二
九
、九
、一
〇
・
一
一
緖
方
国
務
大

臣
出
席
し
、内
閣
総
理
大
臣
は
渉
外

事
務
の
た
め
両
日
と
も
出
席
で
き
な

い
旨
答
弁四

五
三

一
九　

議
長
を
経
由
し
た
国
務
大
臣
等
出
席
要
求
一
覧
表



国
会
回
次
委
員
会
出
席
要
求

決

定

年
月
日

指
定
し
た

出
席
日
時

案

件

出
席
を
求
め
た
国
務
大

臣
等

備

考

回四十二第

社
会
労
働

委
員
会

三一、
三、
九
三一、
三、一五

前
一〇、〇〇
社
会
保
障
制
度
に
関
す
る
調
査

︵
新
医
療
費
体
系
に
関
す
る
件
︶

厚
生
大
臣

小

林

英

三
君
三
一
、三
、一
五
出
席
し
、
三
、八
の

委
員
会
に
欠
席
し
た
事
由
を
釈
明

四
五
四


